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新型コロナウイルス感染症に関する問合せ かかりつけ医がある場合は、まずは
かかりつけ医に相談してください。

１月25日現在

ファクス03-5388-1396
聴覚に障害のある方等、
電話での相談が難しい方向けの相談窓口

☎0570-550-571〔午前９時～午後10時(土・日曜日、祝日を含む)〕
不安に思う方（感染予防法が知りたい、感染したかもしれない）
東京都新型コロナコールセンター

☎03-5320-4592〔24時間対応（土・日曜日、祝日を含む)〕
かかりつけ医がない場合で発熱等の症状が生じた方
東京都発熱相談センター

・�不要不急の外出を控えてください。
・�感染症対策の基本である、マスクの
着用、手洗い、換気の徹底、３密の
回避にご協力ください。

新型コロナウイルス感染症
緊急事態宣言発出中

子どもたちの笑顔があふれるまち
健康であたたかい心のかよいあうまち
安全・安心で利便性が高いまち
心豊かに暮らせるまち
環境にやさしいまち
暮らしと産業が調和した活力あるまち

基
本
目
標

　将来の都市像には、多摩湖の「水」や狭山丘陵の「緑」など、
豊かな自然と共生した良好な環境の中で、市民の皆さんがいきい
きと活動する姿を「笑顔」という言葉で表すことにより、少子高
齢化と人口減少が進展する中にあっても、活力あるまち、持続可
能なまちを目指す想いが込められています。また、将来の都市像
を実現するための基本目標を、右記のとおり定めています。

将来の都市像に込められた想いと基本目標

　「第三次基本構想」は、令和４年度を初年度とする 20 年間の構想で、将来の東大和を展望したまちづくりの目標と、それを達成するための基本
的な施策を明らかにしたものであり、望ましい地域社会を築きあげていくための指針としての役割をもつものです。
▷問合せ　企画課・内線 1425 まで。

全文は市のホームページに掲載 　第三次基本構想の全文は、市のホームページ（右の二次元コードからアクセス可）
でご覧いただけます。

第三次基本構想では、まちづくりを進めていく主体を「私たち」と
表記しています。

基本構想の〝主人公″は「私たち」

　この「私たち」は、東大和市に
おける活動の主体である「市民の
皆さん」、「事業者の方々」、そし
て「市」の全体を指しています。
この基本構想を、令和４年度から
の新たな指針として、「私たち」は、
まちづくりを進めていきます。

まちづくりを総合的・計画的に進めるために策定される市の最上位
計画である「総合計画」の一部です。

基本
構想

基本計画

実施計画

この基本構想を
策定しました

　総合計画は、基本構想（構想期間20年）、
基本計画〔基本構想で示されたまちづくりの
目標を実現するために、まちづくりの施策を
体系化したもの（計画期間10年）〕、実施計
画〔基本計画で定めた施策を実現するために
実施する事業のうち、主要なものを定めたも
の（計画期間３年）〕の３つで構成されます。

基本構想とは

第三次基本構想を策定しました

基本構想において、私たちが目指す将来の都市像

が輝くまち　東大和水 と 緑 と 笑顔

２・３面：市民税・都民税申告はお早めに・立川税務署からのお知らせ                ４面：マイナポイント予約・申込期限延長
５面：令和３年４月保育施設入園・転園二次申請受付  ６・７面：情報マップ・じどうかんだより  ８面：あなたのまちから

令和３年第１回市議会定例会
▷問合せ　議会事務局・内線 2002 まで。

（ファクス 042-563-5926）
開催日 会議 内容

2 月 22 日㈪ 本会議 開会・市長施政方針表明等
2月 24 日㈬ 本会議 議案等審議
2月 26 日㈮ 本会議 代表質問
3月 1日㈪～ 5日㈮ 本会議 一般質問
3月 9日㈫～ 11 日㈭ 常任委員会 付託案件の審査等
3月 12 日㈮・15 日㈪・16 日㈫ 予算特別委員会 令和３年度予算審査
3月 18 日㈭ 本会議 委員会審査報告等・閉会
※通常の会議時間は、午前9時30分～正午、午後1時30分～5時です。
※日程等は変更になる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。



忘れていませんか？市税等の納付 市民税・都民税（第4期）、国民健康保険税（第7期）は、2月1日が納期限です。納付がお済みでな
い場合は、至急納付をお願いします／問合せ　納税課・内線1091まで

市民税・都民税の申告や所得税の確定申告をする場合、ワンストップ

特例制度は無効になります。必ずワンストップ特例制度の申請を行った

寄附分も含めて申告してください。なお、市民税・都民税の申告のみで

寄附金控除を申告した場合は、所得税分の控除は受けられません。

ふるさと納税について

令和３年度以降の市民税・都民税の申告及び令和２年分以降の確定申
告から、医療費の領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」を作
成し、提出することが必要となりました。領収書の提出のみでは、医療
費控除を受けることができないのでご注意ください。市民税・都民税の
申告に必要な「医療費控除の明細書」は、２月上旬に発送する申告書に
同封しています。
　なお、申告受付窓口での職員による明細書の代行作成は行いませんので、
自宅で作成してからお持ちください。

※ 医療費の領収書等は、自宅で５年間保存する必要があります（市や税
務署から求められたときには、提示または提出しなければなりません）。

※ 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、通知に記載さ
れている分は、個別の明細の記入を省略できます（医療費控除の明細
書の作成自体は省略できません）。

※ 今回の申告で控除対象となる医療費は、令和２年１月１日～12月31日
に支払った分となります。領収日をご確認ください。

医療費控除について
立川税務署からのお知らせ

期間 時間 場所

2月1日㈪～3月15日㈪

（土・日曜日、祝日は除く）

申告相談
　午前9時から
（受付：午前8時30分～午後4時）
※入場整理券の配布が終了次第、受付終了

申告書の提出
　午前8時30分～午後5時

立川税務署

（立川市緑町4－2
立川地方合同庁舎3階）2月21日㈰

2月28日㈰

窓口受付

郵送受付

〒190－8565　立川市緑町4－2
立川地方合同庁舎　立川税務署

※ 収受印のある控えが必要な場合は、複写により作成(複写式でないものにつ
いては、ボールペン等で記載)した申告書の控えのほか、宛名を記入し、切
手を貼付した返信用封筒を同封してください。

※ 郵便等で送付する場合は、消印日を提出日とみなします。

・給与所得があり、
①給与収入金額が2,000万円を超える方
②給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方
③給与を２か所以上から受けている方

・土地や建物等の不動産、ゴルフ会員権、株式等の資産を譲渡した方等

記入済みの所得税申告書は、市役所にて仮受付を行います。ただし、申告
相談や申告書の記入内容の確認、受付期間外の仮受付はできません。
▷期間　2月16日㈫～3月15日㈪(2月21日㈰以外の土・日曜日、祝日は除く)
▷場所　課税課(市役所１階)
※市役所会議棟第１会議室では受付をしません。ご注意ください。

　確定申告作成会場の混雑緩和のため、入場整理券を配布します。当日会場
で配布するほか、国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」することで、
日時指定の入場整理券を取得できます。配布状況に応じて、受付を早めに締
め切ることや、後日の来場をお願いすることがあるのでご注意ください。
　また、国税庁のホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」では、計
算誤りのない申告書を作成することができます。作成した申告書はｅ-Ｔａｘ
で提出できるほか、印刷して所轄税務署に郵送等で提出することもできるの
で、ご利用ください。

▷問合せ　立川税務署☎042－523－1181へ。

記入済みの申告書と必要書類を同封し、下記に郵送してください。

確定申告が必要な方

記入済み確定申告の仮受付

所得税の還付を受けられる方
次に該当する方は、所得税の申告をすることで、源泉徴収された所得税が還

付される場合があります。

① 給与所得者で雑損控除や医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除な
どを受けることができる方

②年の途中に退職した後、就職しなかった方で、年末調整を受けなかった方等

確定申告作成会場での申告には入場整理券が必要です

※駐車場が大変混雑するため、車でのご来場はご遠慮ください。
※申告受付開始直後・終了間際は大変混雑しますので、他の日をご利用ください。

よくある問合せ

確定申告と市民税・都民税の申告の違いは何ですか？

申告すると医療費が戻ってくると聞きましたが？

　確定申告は、国の税金である「所得税」に関する申告で、
市民税・都民税の申告は地方の税金である「市民税・都民
税（住民税）」に関する申告です。

　別の税であるため、申告も別々に定められていますが、
所得税の確定申告は、市民税・都民税の申告を兼ねること
となります(確定申告書を提出された方は改めて市民税・都
民税申告書を提出する必要はありません)。ただし、市民税・
都民税の申告は、確定申告を兼ねることはできません。

　また、所得税の申告が不要な場合でも、市民税・都民税
の申告が必要な場合があります。

　市民税・都民税の申告は医療費が還付される制度ではあ
りません。一定額以上の医療費を支払っている場合に、翌
年度に支払うべき市民税・都民税が減額されるものです(医
療費控除)。

　なお、既に源泉徴収されている「所得税」がある場合は、
医療費控除を適用させて税務署に確定申告書を提出するこ
とで、「所得税」の還付を受けられる場合があります。
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▷問合せ　課税課・内線1056まで。

市民税・
都民税 申告はお早めに2月16日㈫

～
3月15日㈪

申告期間

〒207－8585　東大和市中央3－930
東大和市役所課税課市民税係

郵送受付
　記入済みの申告書と必要書類を同封し、下記に郵送してください。

下記の日程で申告窓口を開設します。

※ 控除対象の書類が同封されていない場合は、控除が受けられないこと
があります。

※ 受付書等の返却を希望する方は、返信用封筒（宛名を記入し、切手を
貼付したもの）を同封してください。

期間 時間 場所

2月16日㈫～3月15日㈪
（土・日曜日、祝日は除く） 午前9時～午後4時 市役所会議棟

第1会議室
2月21日㈰

3月2日㈫・3日㈬ 午前9時～11時30分
午後1時～2時30分 清原市民センター

窓口受付

※混雑時は入場制限を設け、屋外でお待ちいただく場合があります。

混雑緩和のため、市役所会議棟第１会議室には、記入済みの申告書の
受付窓口は設置しません。郵送受付をご利用いただくか、課税課（市役
所１階）にお持ちください。

令
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年
中
に
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入
が
あ
っ
た
方

税務署で確定申告する方

給与収入のみで、勤務先から市へ
給与支払報告書が提出されている
方（勤務先に確認してください）

公的年金等の収入のみの方

その他の収入がある方

令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
、
東
大
和
市
に
居
住
し
て
い
た
方

令
和
２
年
中
に
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入
が
な
か
っ
た
方

同居の親族に扶養されている方
（配偶者に扶養されている場合
は、配偶者の合計所得が1,000
万円以下に限る）

上記以外の場合〔どなたの扶養
親族にもなっていない、配偶者
の合計所得が1,000万円を超え
ている、別世帯（国外在住を含
む）の扶養親族となっている等〕

申告は不要です

（税額及び所得
額が記載された
非課税証明書が
必要な場合は、
申告が必要です）

申告が必要です

申告は不要です

（控除を追加す
る場合は、申告
が必要です）

申告が必要です

申告の受付市民税・都民税の申告が必要な方

※ 令和3年1月1日現在、東大和市に居住していなかった方は、令和3年1月1日に
居住していた自治体にお問い合わせください。

　受付開始直後・終了間際・月曜日は特に混雑しますので、できるだけ
他の日をご利用ください。

混んでいる

すいている

比較的
すいている

非常に
混んでいる

※ 実際の混雑状況と異なる場合があります。

〈凡例〉

申告受付窓口混雑状況予測

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
2月16日 2月17日 2月18日 2月19日

2月21日 2月22日 2月24日 2月25日 2月26日

3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日

3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日

3月15日

〇 申告書
⃝�令和２年度の市民税・都民税の申告をした方には、２月上旬に郵送します〔た

だし、平成31年(令和元年)分確定申告書を提出した方には郵送しません〕。申
告が必要で用紙が届かない方は課税課(市役所１階)へご連絡ください。

⃝課税課及び市民センター・公民館で配布しています。

〇 印鑑(スタンプ印は不可)

〇 令和２年中の収入及び必要経費の算定基礎となる書類(原本)
⃝ 給与や公的年金等の収入がある方は源泉徴収票、その他の各種収入がある方

は、収入及び必要経費の算定基礎となる関係書類

〇 令和２年中に支払った所得控除の対象となる書類(原本)

⃝�国民年金保険料や生命保険料等の控除証明書、各種社会保険料等の領収書等

⃝記入済みの医療費控除の明細書等

⃝各種障害者手帳・障害者控除対象者認定書等

⃝寄附金の領収書や寄附金受領証明書

⃝その他の控除を受ける場合は、その控除に該当することを証明する書類
※ 書類のご持参がない場合や資料の領収日もしくは支払日によっては、控除の

適用が受けられないことがあります。

〇 「マイナンバーカード」または「番号確認書類（通知カード等）と本人確認書類」

申告時の持ち物について

今月は児童手当・児童育成手当の振込月です 令和２年10月分～令和３年1月分の児童手当・児童育成手当を２月５日㈮に振込みます。振込みから口座に入
金されるまでに日数がかかる場合がありますので、ご了承ください／問合せ　子育て支援課・内線1762まで

　

市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
負
担
が
軽

減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
市
民
税
・
都
民
税
が
非
課
税

の
方　

高
額
療
養
費
の
自
己
負

担
限
度
額
の
減
額
、
入
院
時
の

食
事
負
担
額
の
減
額
、
結
核
・

精
神
医
療
給
付
金
の
受
給

▽
所
得
が
少
な
い
、
ま
た
は
無

い
方　

国
民
健
康
保
険
税
・
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
軽
減

〔
注
意
事
項
〕

・
国
民
健
康
保
険
は
、
世
帯
に

基
準
額
以
上
の
所
得
が
あ
る
方

が
い
る
場
合
、
軽
減
を
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。

　

固
定
資
産
税
は
、
土
地
や
家

屋
の
ほ
か
に
事
業
用
の
構
築
物

や
機
械
、
備
品
等
に
つ
い
て
も

償
却
資
産
と
し
て
課
税
さ
れ
ま

す
。
令
和
３
年
１
月
１
日
現
在

で
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
て
、

　

令
和
２
年
１
月
２
日
～
令
和

３
年
１
月
１
日
に
新
築
ま
た
は

増
築
さ
れ
た
家
屋
は
、
令
和
３

年
度
か
ら
固
定
資
産
税
と
都
市

計
画
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
こ

の
た
め
、
市
で
は
、
課
税
の
基

礎
と
な
る
家
屋
の
評
価
額
を
算

ま
だ
申
告
が
お
済
み
で
な
い
方

は
、
至
急
申
告
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

昨
年
度
申
告
し
た
方
、
新
た

に
事
業
を
始
め
た
方
で
、
お
手

元
に
申
告
書
が
届
い
て
い
な
い

場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▽
申
告
場
所　

課
税
課
（
市
役

所
１
階
）

▽
問
合
せ　

課
税
課
・
内
線
１

０
５
９
ま
で
。

出
す
る
た
め
の
調
査
を
行
っ
て

い
ま
す
。
該
当
す
る
家
屋
を
お

持
ち
の
方
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
調
査
の
日
程
や
時
間
に
つ

い
て
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
家
屋
を
取
り
壊
し
た

場
合
は
、
次
年
度
か
ら
課
税
を

し
な
い
た
め
の
確
認
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

▽
問
合
せ　

課
税
課
・
内
線
１

０
５
９
ま
で
。

・
世
帯
（
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
で
、
同
世
帯
の
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
被
保
険
者
ま
た
は

世
帯
主
の
方
）
に
未
申
告
の
方

が
い
る
場
合
、
軽
減
が
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
（
被
扶
養
者
の
届
出

を
し
て
い
る
方
は
除
く
）。

◎
保
険
税
（
料
）
は
社
会
保
険

料
と
し
て
控
除
が
受
け
ら
れ
ま

す
　

令
和
２
年
中
に
納
付
し
た
国

民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
は
、
所
得
税
ま
た

は
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
の

際
、
社
会
保
険
料
と
し
て
控
除

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

▪
以
上
の
問
合
せ
は
、
保
険
年

金
課
・
国
民
健
康
保
険
税
に
つ

い
て
は
内
線
１
０
２
３
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て

は
内
線
１
０
２
８
ま
で
。

国
民
健
康
保
険
・

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

市
民
税・都
民
税
の
申
告

に
よ
る
負
担
の
軽
減

お
済
み
で
す
か
？

償
却
資
産

の
申
告

ご
協
力
く
だ
さ
い

家
屋
調
査
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公式インスタグラム“キタマガ”連載中！ 「北多摩のいい人、いい場所、いい暮らし。」を発信中。ぜひ「キタマガ」をフォローしてお楽しみく
ださい／問合せ　企画課・内線1422まで

　新型コロナウイルス感染症により影響を受けている
市内小売・飲食店などを応援するため、市民の皆さん
が市内対象店舗にてスマホ決済サービス「ＰａｙＰａ
ｙ」で決済した場合に、支払額の最大 30％のＰａｙ
Ｐａｙボーナス ( ポイント ) を還元するキャンペーン
を実施しています。
※大手チェーンの事業者は対象に含まれません。
▷キャンペーン期限　２月 28 日㈰
▷キャンペーン内容　対象店舗にてＰａｙＰａｙで決
済すると、決済金額の最大 30%のＰａｙＰａｙボー
ナス ( ポイント ) を付与
※�１アカウントにつき１決済あたりの付与上限：3,000
円相当、期間中の付与上限 15,000 円相当。
※�ポイントは支払日の翌日から 30 日後に付与され、
ＰａｙＰａｙ残高での支払いに使用できます。
▷�問合せ　東大和市商工会☎ 042-562-1131（ファク
ス 042-562-1530）へ。

がんばれ東大和！

対象店舗で 30％戻ってくる
キャンペーン実施中

チェレステ・ガーデンには、飲食店、サロン、物販な
どが営業できる設備を備えています。この施設を活用し、
出店してみたい方は、運営事業者までお問い合わせくだ
さい。
▷�設備形態　①レンタルキッチン（飲食店・菓子店等）
②シェアサロン（ネイル・整体・エステ等）③貸スペー
ス（ショップ・ギャラリー等）
▷場所　南街２-109-11( 南街交番北向かい）
▷利用開始時期　①は応相談、②③は随時
※��半年単位での営業や、週に一度の営業など、多様な営
業形態が選べます。詳細は、市のホームペー
ジ（右の二次元コードからアクセス可）ま
たはチェレステ・ガーデンのホームページ
をご覧ください。
▷���問合せ　㈱シーズプレイス（運営事業者）☎ 042-512-
9958 へ。

 東大和市創業チャレンジ施設

チェレステ・ガーデン出店者募集

大好評！第３弾

チェレステ・ガーデンには、飲食店、サロン、物販な
どが営業できる設備を備えています。この施設を活用し、
出店してみたい方は、運営事業者までお問い合わせくだ
さい。
▷�設備形態　①レンタルキッチン（飲食店・菓子店等）
②シェアサロン（ネイル・整体・エステ等）③貸スペー
ス（ショップ・ギャラリー等）
▷場所　南街２-109-11( 南街交番北向かい）
▷利用開始時期　①は応相談、②③は随時
※��半年単位での営業や、週に一度の営業など、多様な営
業形態が選べます。詳細は、市のホームペー
ジ（右の二次元コードからアクセス可）ま
たはチェレステ・ガーデンのホームページ
をご覧ください。
▷���問合せ　㈱シーズプレイス（運営事業者）☎ 042-512-
9958 へ。

 東大和市創業チャレンジ施設

チェレステ・ガーデン出店者募集

図書館からのお知らせ（2月）
おはなし会

場所 対象（【　】は内容） 実施日・時間

中央図書館
☎042-564-
2454

4歳～小学1年生
（保護者入場可）

5日㈮・19日㈮
午後3時30分～4時

小学2年生以上 13日㈯・27日㈯
午後3時30分～4時

桜が丘図書館
☎042-567-
2231

3歳以下および保護者
【わらべうたと絵本】 お休みします

4歳以上 3日㈬・17日㈬
午後3時30分～4時

清原図書館
☎042-564-
2944

3歳以下および保護者
【わらべうたと絵本】 お休みします

4歳以上 10日㈬・24日㈬
午後3時30分～4時

※予約の必要はありません。当日直接会場にお越しください。

移動図書館「みずうみ号」巡回日程
ステーション名 巡回時間 巡回日

多摩湖畔自治会集会所前 午後1時30分～2時15分
10日㈬
24日㈬上北台団地東側 午後2時30分～3時15分

蔵敷公民館 午後3時30分～4時15分
向原市民センター 午後2時30分～3時15分 3日㈬

17日㈬清水神社境内 午後3時30分～4時15分
※�悪天候の日はお休みします。運行については中央図書館の
ホームページをご覧ください。

開館時間・休館日
月 火 水 木 金 土 日

中 央 図 書 館 午前10時
～午後5時 休館日

午前10時～午後7時 午前10時～午後5時
桜が丘図書館 午前10時～午後5時清 原 図 書 館 休館日
【休館日】毎週火曜日（清原図書館は毎週月曜日も休館）、毎月第
3木曜日、土・日曜日を除く祝日、年末年始、特別資料整理期間
中央図書館・桜が丘図書館：2月2・9・11・16・18・23日
清原図書館：2月1・2・8・9・11・15・16・18・22・23日

　

３
月
末
日
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
た
方
に

限
り
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
予

約
・
申
込
期
限
が
３
月
末
日
ま

で
か
ら
９
月
末
日
ま
で
に
延
長

さ
れ
ま
し
た
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お

持
ち
で
な
い
方
は
申
請
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お

持
ち
の
方
は
、
対
応
の
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
か
ら
マ

イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
予
約
・
申
込

み
が
行
え
ま
す
。

▽
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
制
度　

国

が
対
象
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
サ
ー
ビ
ス
〔
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
決

済
（
○
○
Ｐ
Ａ
Ｙ
）
や
電
子
マ

ネ
ー
（
交
通
系
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
な

ど
）
等
〕
で
使
え
る
ポ
イ
ン
ト

（
上
限
５
０
０
０
円
分
・
付
与

率
25
％
）
を
付
与
す
る
制
度
で

す
。

▽
問
合
せ　

総
務
省
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

（
無
料
）
☎
０
１
２
０
︱
95
︱

０
１
７
８
へ
。

※
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
従
っ
て

「
５
番
」
を
選
択

　

博
物
館
に
春
を
告
げ
る
展
示

で
す
。
昔
の
ひ
な
人
形
と
、
市

民
サ
ー
ク
ル
「
布
あ
そ
び
ぱ
れ

っ
と
」
の
皆
さ
ん
が
手
作
り
し

た
つ
る
し
飾
り
を
展
示
し
ま
す
。

▽
期
間　

２
月
13
日
㈯
～
３
月

３
日
㈬　

▽
時
間　

午
前
９
時
～
午
後
５

時▽
場
所　

郷
土
博
物
館

▽
休
館
日　

月
曜
日
（
祝
日
は

開
館
）、
２
月
24
日
㈬

◎
関
連
イ
ベ
ン
ト

〇
手
芸
講
座
「
お
ひ
な
さ
ま
を

作
ろ
う
」

　

う
さ
ぎ
の
ひ
な
人
形
を
作
り

ま
す
。４
回
と
も
同
じ
内
容
で
す
。

▽
日
時　

２
月
13
日
㈯
・
14
日

　

狭
山
緑
地
に
お
い
て
雑
木
林

で
採
れ
た
木
の
実
な
ど
を
使
い

「
花
炭
づ
く
り
」
の
体
験
講
座

を
行
い
ま
す
。
講
座
は
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
「
東
大
和
市
狭
山

緑
地
雑
木
林
の
会
」
の
協
力
で

開
催
し
ま
す
。

▽
対
象　

市
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
の
方

▽
日
時　

2
月
20
日
㈯
午
前
9

時
30
分
～
午
後
2
時

※
受
付
は
午
前
９
時
か
ら
郷
土

博
物
館
に
て
行
い
ま
す
。

▽
場
所　

郷
土
博
物
館
、
市
立

狭
山
緑
地

▽
定
員　

10
人
（
申
込
順
）

▽
費
用　

無
料

▽
持
ち
物　

飲
み
物
、
昼
食
、

タ
オ
ル
、
軍
手
、
筆
記
用
具
、

カ
ゴ
ま
た
は
袋
（
花
炭
の
持
ち

帰
り
用
）

▽
服
装　

汚
れ
て
も
よ
い
服
装
、

帽
子

※
火
を
使
用
し
ま
す
。

▽
申
込
期
限　

2
月
15
日
㈪

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

環
境
課

・
内
線
１
２
７
３
ま
で
。

㈰
・
20
日
㈯
・
21
日
㈰
午
後
１

時
30
分
（
２
時
間
程
度
）

▽
場
所　

郷
土
博
物
館

▽
定
員　

各
日
と
も
10
人
（
申

込
順
）

▽
指
導　
「
布
あ
そ
び
ぱ
れ
っ

と
」
会
員

▽
費
用　

１
０
０
０
円
（
材
料

費
）

▽
持
ち
物　

裁
縫
道
具　

〇
子
ど
も
工
作
「
ぼ
く
の
わ
た

し
の
お
ひ
な
さ
ま
」

　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
と
紙
で
、
自

分
だ
け
の
お
ひ
な
さ
ま
を
作
り

ま
す
。

▽
日
時　

２
月
23
日
（
祝
日
）

午
後
１
時
30
分（
１
時
間
程
度
）

▽
場
所　

郷
土
博
物
館

▽
定
員　

10
人
（
申
込
順
）

▽
費
用　

無
料

▪
以
上
の
申
込
み
・
問
合
せ
は
、

郷
土
博
物
館
☎
042
︱
567
︱
４
８

０
０
ま
で
。

　
「
男
女
共
同
参
画
」に
つ
い
て

よ
り
多
く
の
市
民
の
皆
さ
ん
に

知
っ
て
い
た
だ
き
、
ま
た
身
近

に
感
じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

次
の
と
お
り
催
し
を
行
い
ま
す
。

◎
男
女
共
同
参
画
川
柳
展

　

令
和
２
年
５
月
～
10
月
の
間

に
募
集
し
た
川
柳
の
応
募
作
品

を
展
示
し
ま
す
。

▽
日
時　

２
月
16
日
㈫
～
27
日

㈯
の
開
庁
時
間

▽
場
所　

市
役
所
１
階
入
口
ホ

ー
ル

▽
問
合
せ　

地
域
振
興
課
・
内

線
１
７
１
５
ま
で
。

◎
男
女
共
同
参
画
図
書
展

　

中
央
・
桜
が
丘
・
清
原
図
書

館
で
は
、
男
女
共
同
参
画
に
関

す
る
図
書
や
資
料
の
展
示
を
行

い
ま
す
。

▽
日
時　

２
月
３
日
㈬
～
17
日

㈬
の
開
館
時
間

※
開
館
時
間
・
休
館
日
等
は
、

左
記
事
の
各
図
書
館
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
予
約・申
込

期
限
が
延
長
さ
れ
ま
し
た

企
画
展
示

ひ
な
ま
つ
り

里
山
体
験
講
座

花
炭
づ
く
り

２
月
は

男
女
共
同
参
画
推
進
月
間
で
す
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今号記載の各事業・イベント等について 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況により、今号に掲載している各事業・イベント等が中止
または延期される場合があります。最新の情報は、各問合せ先へご確認ください

　

４
月
１
日
か
ら
保
育
施
設
へ

入
園
・
転
園
を
希
望
す
る
方
の

二
次
申
請
の
受
付
を
行
い
ま
す
。

　

二
次
申
請
受
付
は
、
一
次
申

請
後
の
空
き
状
況
に
よ
り
、
利

用
者
を
募
集
す
る
も
の
で
す
。

　

一
次
申
請
を
し
た
方
は
再
度

の
申
請
は
不
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
希
望
保
育
施
設
や

保
護
者
が
保
育
で
き
な
い
理
由

　

令
和
３
年
４
月
以
降
、
現
在

利
用
し
て
い
る
認
可
外
保
育
施

設
等
（
無
償
化
対
象
施
設
）
で

３
歳
児
ク
ラ
ス
に
進
級
さ
れ
る

方
や
、
新
た
に
認
可
外
保
育
施

設
等
に
通
わ
れ
る
方
等
で
次
の

◎
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

『
か
る
が
も
一
時
保
育
室
』
新

年
度
利
用
の
申
請
受
付

　

令
和
３
年
度
（
令
和
３
年
４

月
1
日
～
令
和
４
年
３
月
31

日
）
に
一
時
保
育
室
を
利
用
す

る
た
め
の
申
請
受
付
を
開
始
し

ま
す
。

▽
日
時　

２
月
15
日
㈪
午
後
１

時
か
ら

▽
場
所　

子
ど
も
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー

▽
申
請
に
必
要
な
も
の　

母
子

健
康
手
帳
、
保
険
証
、
乳
幼
児

医
療
証

※
申
請
書
は
子
ど
も
家
庭
支
援

セ
ン
タ
ー
、子
育
て
支
援
課（
市

役
所
１
階
）、
市
内
各
児
童
館

等
に
て
配
布
し
て
い
ま
す
。

◎
休
館
日
の
お
知
ら
せ

　

３
月
６
日
㈯
は
ワ
ッ
ク
ス
清

掃
の
た
め
終
日
休
館
と
な
り
ま

す
。
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

◎
動
画
を
配
信
し
て
い
ま
す

　

自
宅
で
お
子
さ
ん
と
楽
し
く

過
ご
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

「
く
す
ぐ
り
遊
び
」
や
、
身
体

を
動
か
し
て
楽
し
む
「
ふ
れ
あ

い
遊
び
」
な
ど
、
０
歳
児
～
幼

児
を
対
象
と
し
た
、
お
子
さ
ん

と
一
緒
に
楽
し
め
る
様
々
な
遊

び
を
紹
介
す
る
動
画
を
公
開
し

て
い
ま
す
。

　

市
の
公
式
動
画
チ
ャ
ン
ネ
ル

（
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
）
か
ら
ご

覧
く
だ
さ
い
。

▪
以
上
の
問
合
せ
は
、
子
ど
も

家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
042
︱
565

︱
３
６
５
１
ま
で
。

条
件
に
当
て
は
ま
る
場
合
は
、

無
償
化
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

▽
対
象
者　

保
育
の
必
要
性
が

あ
る
３
歳
～
５
歳
児
ク
ラ
ス
の

児
童
。
保
育
の
必
要
性
が
あ
る

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
０
歳
～

２
歳
ク
ラ
ス
の
児
童

▽
令
和
３
年
度
施
設
等
利
用
給

付
認
定
申
請　

４
月
か
ら
無
償

化
の
認
定
を
受
け
る
た
め
に
は
、

３
月
末
日
ま
で
に
申
請
が
必
要

で
す
。
詳
細
は
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

保
育
課
・
内
線
１

７
５
６
ま
で
。

等
に
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
こ

の
期
間
に
変
更
手
続
き
が
必
要

で
す
。

▽
対
象　

仕
事
、
病
気
等
に
よ

り
、
日
常
的
に
就
学
前
の
お
子

さ
ん
の
保
育
が
必
要
な
方

▽
申
請
受
付
期
限　

２
月
８
日

㈪▽
申
請
方
法　

原
則
郵
送
（
簡

易
書
留
等
）
で
の
受
付
と
な
り

ま
す
。
２
月
８
日
㈪
ま
で
の
消

印
が
あ
る
も
の
に
限
り
ま
す
。

必
要
書
類
等
の
詳
細
は
入
園
案

内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
入
園
案
内
の
配
布
場
所　

保

育
課
（
市
役
所
１
階
）、
子
ど

も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
市
立

保
健
セ
ン
タ
ー
、
清
原
市
民
セ

ン
タ
ー
、
児
童
館
、
市
内
保
育

施
設

※
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▽
問
合
せ　

保
育
課
・
内
線
１

７
５
２
ま
で
。

　

認
知
症
に
つ
い
て
正
し
く
知

り
、
認
知
症
の
人
や
家
族
を
支

援
す
る
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

に
な
り
ま
せ
ん
か
。

　

参
加
さ
れ
た
方
に
は
、
認
知

症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
目
印
で
あ
る

「
オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ
」
を
差
し

上
げ
ま
す
。

▽
日
時　

２
月
25
日
㈭
午
後
２

時
～
３
時
30
分

▽
場
所　

桜
が
丘
市
民
セ
ン
タ

ー▽
講
師　

高
齢
者
ほ
っ
と
支
援

セ
ン
タ
ー
職
員
等

▽
定
員　

20
人
程
度（
申
込
順
）

▽
費
用　

105
円
（
資
料
代
）

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

高
齢
者

ほ
っ
と
支
援
セ
ン
タ
ー
き
よ
は

ら
☎
042
︱
590
︱
１
１
３
８
へ
。

　

令
和
２
年
の
主
た
る
生
計
維

持
者
の
事
業
収
入
等
が
、
令
和

元
年
と
比
べ
て
3
割
以
上
減
少

し
た
国
保
加
入
者
を
対
象
に
、

国
保
税
の
減
免
制
度
を
設
け
て

い
ま
す
（
所
得
金
額
等
の
一
定

の
要
件
あ
り
）。

　

詳
細
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
下
の
二
次
元
コ
ー
ド
よ
り

ア
ク
セ
ス
可
）
を
ご
確
認
い
た

だ
く
か
、
電
話
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▽
申
請
期
限　

３
月
31
日
㈬

▽
問
合
せ　

保
険
年
金
課
・
内

線
１
０
２
９
ま
で
。

令
和
３
年
４
月
保
育
施
設
入
園・転
園

二
次
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

「
か
る
が
も
」
か
ら
の
お
知
ら
せ

幼
児
教
育・保
育
の
無
償
化
の

認
定
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

ひとり親家庭の支援制度のご案内
電話にて、事前に各事業の相談予約をお願いします。

事業名称 対　　　　象　　　　者 内　　容

ひとり親家庭ホームヘルプ
サービス事業

ひとり親となって間もないため日常生活に支障が生じている場合や、就業、就職活動、冠婚
葬祭、疾病等により、生活援助が必要なひとり親家庭の保護者（児童の年齢制限等の詳細は、
市のホームページをご覧ください）

家庭にホームヘルパーを派遣し、家事・
育児等の支援を行います。
※所得により本人負担あり

東京都母子及び父子福祉資金
貸付事業 都内に６か月以上お住まいのひとり親家庭の保護者で、20歳未満の児童を扶養している方

修学資金、就学支度資金、技能習得資金、
転宅資金等の貸付けを行います。

東京都女性福祉資金貸付事業 都内に６か月以上お住まいの配偶者のいない女性（親・子・兄弟姉妹を扶養していない場合は、
所得制限、年齢制限あり）

母子家庭及び父子家庭自立支
援給付金支給事業 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方

能力開発のための講座費用や、資格取
得のための修学期間における生活費の
一部を支給します。

母子・父子自立支援プログラ
ム策定事業 児童扶養手当の支給を受けている方 面接により自立支援プログラムを策定し、

就業による経済的自立を支援します。
ひとり親家庭高等学校卒業程
度認定試験合格支援事業 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方及び児童 受講費用の一部を支給します。

※貸付や給付金の支給には、貸付要件及び支給要件の審査があります。各事業の詳細については、お問い合わせください。

▷問合せ　子育て支援課・内線1764まで。

開
催
し
ま
す

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る

国
民
健
康
保
険（
国
保
）税
の
減
免

申請はお早めに！
ひとり親世帯への臨時特別給付金
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり
親世帯への支援を行うため、ひとり親世帯への臨時特別
給付金を給付しています。
　申請の手続きがお済みでない方は、お早めの申請をお
願いします（申請期限経過後の申請は受理できません）。
　また、審査等により申請から給付までに時間を要する
場合があります。詳しくは市のホームページをご確認く
ださい。
▷申請期限　２月26日㈮
▷問合せ　子育て支援課・内線1761まで。

市役所本庁舎等に来庁した方の行政手続き
等の手話通訳を行います

日にち　5日㈮、12日㈮、19日㈮、26日㈮
時　間　午前9時～午後5時
場　所　福祉相談室（市役所1階�生活福祉課の隣）
問合せ　障害福祉課・内線1125
　　　ファクス042-563-5928

今月の「手話通訳者がいる日」

▲市の公式動画
チャンネルはこ
ちら

市役所☎042−563−2111（代）令和 3 ・ 2 ・ 15 東やまと市報



だ
さ
い
。
お
子
さ
ん
の
健
康
や

成
長
な
ど
の
相
談
は
随
時
お
受

け
し
て
い
ま
す
。

■
簡
単
に
作
れ
る
離
乳
食
講
習

会
（
７
～
11
か
月
）

　

生
後
７
～
11
か
月
の
乳
児
の

保
護
者
／
２
月
25
日
㈭
午
前
10

時
～
11
時
30
分
／
場
所　

市
立

保
健
セ
ン
タ
ー
／
８
人
（
申
込

順
）
／
電
子
申
請
で
も
受
付
／

離
乳
食
の
進
め
方
・
作
り
方
の

話
、
レ
シ
ピ
紹
介
、
個
別
相
談

／
母
子
健
康
手
帳
、
筆
記
用
具
、

バ
ス
タ
オ
ル

■
両
親
学
級

　

妊
婦
と
そ
の
家
族
／
日
時
等

下
表
の
と
お
り
／
午
前
は
９
時

30
分
～
11
時
30
分
、
午
後
は
１

時
30
分
～
３
時
30
分
／
場
所

市
立
保
健
セ
ン
タ
ー
／
10
組

（
事
前
申
込
制
。
第
１
子
目
の

館
☎
042
―
564
―
２
４
５
１
ま
で
。

◎
図
書
館
協
議
会

　

２
月
17
日
㈬
午
後
３
時
か
ら

／
場
所　

中
央
図
書
館
／
傍
聴

人
の
定
員　

3
人
／
中
央
図
書

館
☎
042
―
564
―
２
４
５
４
ま
で
。

◎
地
域
福
祉
審
議
会

　

２
月
19
日
㈮
午
後
７
時
か
ら

／
場
所　

市
役
所
会
議
棟
第

６
・
７
・
８
会
議
室
／
傍
聴
人

の
定
員　

５
人
／
手
話
通
訳

２
月
８
日
㈪
ま
で
に
福
祉
推
進

課
（
フ
ァ
ク
ス
042
─
563
─
５
９

３
０
）
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
／

福
祉
推
進
課
・
内
線
１
１
３
１

ま
で
。

■
友
好
都
市
喜
多
方
市
写
真
展

　

市
で
は
、
福
島
県
喜
多
方
市

と
友
好
都
市
と
し
て
交
流
を
行

っ
て
い
ま
す
。
喜
多
方
市
の
魅

力
を
写
真
で
紹
介
し
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

２
月
４
日
㈭
～
13
日
㈯
の
開

庁
時
間
／
場
所　

市
役
所
１
階

入
口
ホ
ー
ル
／
地
域
振
興
課
・

内
線
１
７
１
１
ま
で
。

■
自
然
観
察
会
「
バ
ー
ド
ウ
ォ

ッ
チ
ン
グ
」　

　

葉
の
落
ち
た
雑
木
林
で
、
キ

ツ
ツ
キ
の
仲
間
や
エ
ナ
ガ
等
、

森
の
小
鳥
を
観
察
し
ま
す
。
お

昼
頃
解
散
予
定
で
す
。

　

２
月
28
日
㈰
／
集
合　

午
前

９
時
・
郷
土
博
物
館
前
／
観
察

地　

市
立
狭
山
緑
地
／
講
師

大
庭
健
二
氏
（
都
市
鳥
研
究
会

幹
事
）、
柴
田
佳
秀
氏
（
日
本

鳥
学
会
会
員
）、
永
石
文
明
氏

（
東
京
農
工
大
学
講
師
）
／
筆

記
用
具
、
双
眼
鏡
／
申
込
み

郷
土
博
物
館
☎
042
―
567
―
４
８

０
０
ま
で
。

■
「
東
大
和
市
公
共
施
設
再
編

計
画
（
案
）」
の
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
を
実
施

　

市
で
は
、
建
築
系
の
公
共
施

設
の
縮
減
と
配
置
の
適
正
化
を

推
進
す
る
た
め
、「
東
大
和
市

公
共
施
設
再
編
計
画（
案
）」
を

と
り
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
市

内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
等

を
対
象
に
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

提
出
期
限　

３
月
２
日
㈫
／
意

見
提
出
先　

公
共
施
設
等
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
課
（
市
役
所
４
階
）

／
詳
細
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
／
公
共
施
設

等
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
・
内
線
１

４
８
１
ま
で
。

方
を
優
先
し
ま
す
。
開
催
コ
ー

ス
を
ま
た
い
で
の
参
加
は
ご
遠

慮
く
だ
さ
い
）
／
第
３
回
は
、

午
前
ま
た
は
午
後
の
参
加
と
な

り
ま
す
／
母
子
健
康
手
帳
、
筆

記
用
具

■
女
性
の
い
き
い
き
健
康
教
室

（
保
育
付
）「
ボ
ク
サ
サ
イ
ズ
で

心
も
体
も
す
っ
き
り
し
ま
せ
ん

か
」

　

ボ
ク
サ
サ
イ
ズ
と
は
、
ボ
ク

シ
ン
グ
で
行
う
パ
ン
チ
を
中
心

に
キ
ッ
ク
や
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

と
り
入
れ
た
全
身
運
動
で
す
。

　

市
内
在
住
の
概
ね
64
歳
ま
で

の
女
性
／
３
月
３
日
㈬
午
後
１

時
30
分
～
３
時
30
分
／
場
所

市
立
保
健
セ
ン
タ
ー
／
８
人

（
申
込
順
）／
運
動
指
導
士
に
よ

る
運
動
の
実
技
、
骨
密
度
測
定
、

保
健
師
・
栄
養
士
の
講
話
／
健

康
手
帳
（
お
持
ち
の
方
）、
筆

記
用
具
、タ
オ
ル
、飲
料
水
（
水

分
補
給
用
）／
動
き
や
す
い
服

装
、
運
動
靴
で
お
越
し
く
だ
さ

い
／
保
育　

１
～
３
歳
の
幼
児

３
人
（
申
込
順
）

▪
以
上
の
申
込
み
・
問
合
せ
は
、

市
立
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
042
―
565

―
５
２
１
１
ま
で
。

■
予
防
接
種
費
用
助
成

◎
麻
し
ん
・
風
し
ん
混
合
（
Ｍ

Ｒ
）
予
防
接
種

　

１
期
ま
た
は
２
期
を
定
期
予

防
接
種
の
期
間
に
受
け
ら
れ
な

か
っ
た
18
歳
以
下
の
方
／
助
成

額　

１
回
に
つ
き
５
０
０
０
円

（
た
だ
し
接
種
費
用
が
５
０
０

０
円
未
満
の
場
合
は
実
費
負
担

分
）
／
申
請
期
限　

接
種
し
た

日
か
ら
90
日
以
内
で
、
か
つ
３

月
31
日
㈬
ま
で
／
接
種
を
受
け

る
前
に
、
市
立
保
健
セ
ン
タ
ー

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

／
市
立
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
042
―

565
―
５
２
１
１
ま
で
。

【
共
通
事
項
】

　

市
立
保
健
セ
ン
タ
ー
に
は
、

検
温
を
し
、
マ
ス
ク
を
着
用
し

て
か
ら
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
ご
家
族
の
中
に
体
調
不
良

の
方
が
い
る
場
合
は
、
来
所
を

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

■
乳
幼
児
の
身
長
・
体
重
計
測

　

偶
数
月
生
ま
れ
の
乳
幼
児
／

２
月
４
日
㈭
午
前
９
時
30
分
～

■
平
日
準
夜
帯
の
小
児
初
期
救

急
診
療

診
療
日　

火
・
水
・
金
曜
日
（
祝

日
は
除
く
）
／
受
付
時
間　

午

後
７
時
～
９
時
30
分
／
場
所

東
大
和
病
院
（
受
診
前
に
電
話

し
て
く
だ
さ
い
）
／
詳
細
は
東

大
和
病
院
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
／
東
大
和
病
院

☎
042
―
562
―
１
４
１
１
へ
。

■
審
議
会
等

　

審
議
会
等
の
傍
聴
が
で
き
ま

す
（
当
日
先
着
順
）。
当
日
直

接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い

（
申
込
不
要
）。

◎
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生

会
議

　

２
月
13
日
㈯
午
前
９
時
30
分

か
ら
／
場
所　

市
役
所
会
議
棟

第
６
会
議
室
／
傍
聴
人
の
定
員

５
人
／
企
画
課
・
内
線
１
４
２

２
ま
で
。

◎
社
会
教
育
委
員
会
議

　

２
月
16
日
㈫
午
前
10
時
か
ら

／
場
所　

市
役
所
会
議
棟
第
６

会
議
室
／
傍
聴
人
の
定
員　

５

人
／
社
会
教
育
課
・
内
線
１
５

５
５
ま
で
。

◎
個
人
情
報
保
護
審
議
会

　

２
月
17
日
㈬
午
前
10
時
か
ら

／
場
所　

市
役
所
会
議
棟
第

６
・
７
・
８
会
議
室
／
傍
聴
人

の
定
員　

５
人
／
文
書
課
・
内

線
１
３
２
１
ま
で
。

◎
公
民
館
運
営
審
議
会

　

２
月
17
日
㈬
午
後
２
時
か
ら

／
場
所　

中
央
公
民
館
／
傍
聴

人
の
定
員　

５
人
／
中
央
公
民

11
時
／
場
所　

市
立
保
健
セ
ン

タ
ー
／
バ
ス
タ
オ
ル
／
当
日
直

接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

３
密
防
止
の
た
め
、
お
待
ち
い

た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
育
児
相
談
会
～
さ
く
ら
ん
ぼ

グ
ル
ー
プ
（
事
前
申
込
制
）

　

双
子
や
三
つ
子
と
そ
の
家
族

の
方
（
妊
婦
の
方
や
保
護
者
の

み
の
参
加
も
歓
迎
）
子
育
て
に

つ
い
て
情
報
交
換
し
ま
し
ょ
う
。

　

２
月
18
日
㈭
午
前
９
時
30
分

～
11
時
／
場
所　

市
立
保
健
セ

ン
タ
ー
／
母
子
健
康
手
帳
／
４

組
（
申
込
順
）

■
育
児
相
談
会
～
か
ん
が
る
ー

グ
ル
ー
プ

　

小
さ
く
生
ま
れ
た
お
子
さ
ん

や
発
達
に
不
安
や
心
配
を
抱
え

て
い
る
家
族
（
保
護
者
の
み
の

参
加
も
歓
迎
）
／
２
月
19
日
㈮

午
前
９
時
30
分
～
11
時
／
場
所

市
立
保
健
セ
ン
タ
ー
／
子
育
て

に
つ
い
て
の
情
報
交
換
や
小
児

科
医
と
の
相
談
が
で
き
ま
す
／

母
子
健
康
手
帳
／
当
日
直
接
会

場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
乳
幼
児
健
康
診
査

　

３
～
４
か
月
児
健
康
診
査
、

１
歳
６
か
月
児
健
康
診
査
は
医

療
機
関
、
歯
科
医
療
機
関
で
の

個
別
健
診
に
な
り
ま
す
。
１
歳

６
か
月
児
健
康
診
査
の
ご
案
内

が
届
く
の
は
、
１
歳
６
か
月
か

ら
１
歳
７
か
月
頃
に
な
り
ま
す
。

３
歳
児
健
康
診
査
、
５
歳
児
健

康
診
査
は
、
集
団
健
診
で
実
施

し
ま
す
。
各
健
診
の
対
象
者
に

は
、
個
別
に
通
知
し
ま
す
。
集

団
健
診
は
３
密
防
止
の
た
め
、

指
定
さ
れ
た
日
時
で
ご
来
場
く

■
農
業
体
験
農
園
の
利
用
者

募
集

　

農
業
体
験
農
園
と
は
、
農
園

主
指
導
の
も
と
、
年
間
を
通
し

て
野
菜
作
り
を
体
験
す
る
農
園

で
す
。
区
画
貸
出
し
の
市
民
農

園
と
は
異
な
り
、
種
・
苗
・
肥

料
・
農
具
等
は
農
園
主
が
用
意

す
る
た
め
、
気
軽
に
農
業
を
体

験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
利

用
者
は
入
園
料
４
万
５
０
０
０

円
を
支
払
う
こ
と
で
、
自
ら
育

て
た
新
鮮
で
安
全
・
安
心
な
農

作
物
を
得
ら
れ
、
確
か
な
農
業

技
術
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

使
用
期
間　

令
和
３
年
３
月
１

日
～
令
和
４
年
１
月
31
日
／
申

込
み　
「
や
す
じ
ぃ
の
農
園
」

（
蔵
敷
２
―
623
―
１
）
園
主
・

内
野
☎
090
―
６
４
９
４
―
７
６

７
０
へ
／
農
業
委
員
会
事
務
局

（
産
業
振
興
課
内
）・
内
線
１

０
７
２
ま
で
。

情報マップ

日曜日と祝日の急患診療

健診名 対象者（生年月日） 健診日

３ 歳 児
健 康 診 査

平成29年11月４日～21日  ２月５日㈮

平成29年11月22日～12月２日  ２月19日㈮

平成29年12月３日～26日  ２月26日㈮

５ 歳 児
健 康 診 査

平成27年10月27日～11月15日  ２月２日㈫

平成27年11月16日～28日  ２月９日㈫

2

開 催 日 及 び 主 な 内 容

第1回 ３月８日㈪
歯科医師の講話

栄養の講話、レシピ紹介
グループワーク

午後

第2回 ３月25日㈭
妊婦体操と呼吸法
先輩パパママとの

情報交換会
午前

第3回 ３月27日㈯ もく浴の実習
午前
午後

第4回 出産後に郵送で
お知らせします。

同窓会
後輩パパママへの

アドバイス
午前

 

 

 

 

 

 

 

 

南街交番

ハミング
ホール

青
梅
街
道

ハ
ミ
ン
グ
ロ
ー
ド

東
大
和
市
駅

内野
歯科医院

おくむら
歯科

スーパー

公園
市立
第四中学校

新青梅街道

上
北
台
駅

受
付
時
間　

午
前
９
時
30
分
～

午
後
４
時
／
持
ち
物　

保
険
証

（
乳
幼
児
医
療
証
等
を
お
持
ち

の
方
は
併
せ
て
お
持
ち
く
だ
さ

い
）
／
受
診
前
に
必
ず
実
施
歯

科
医
療
機
関
に
電
話
で
確
認
を

お
願
い
し
ま
す
／
市
内
の
歯
科

医
療
機
関
に
よ
る
輪
番
制
の
た

め
毎
回
場
所
が
異
な
り
ま
す
／

市
立
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
042
―
565

―
５
２
１
１
ま
で
。

・
２
月
11
日
㈭
内
野
歯
科
医
院

／
南
街
２
―
80
―
３
／
☎
042
―

561
―
３
０
７
０

・
２
月
23
日
㈫
お
く
む
ら
歯
科

／
立
野
２
―
８
―
１
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｔ

Ｒ
Ａ
Ｙ
１
階
／
☎
042
―
516
―
０

０
９
０

 科目　内科、小児科／受付時間　午前10時～11時45分及び午後1時～ 3時45分／場所　休日急患診療所
（立野1-16-1。☎042-564-8181）／受診前に電話をしてください。受診時はマスクを着用してください

市役所☎042−563−2111（代） 6東やまと市報 令和 3 ・ 2 ・ 1



シ
ー
ボ
ル
ト
の
息
子
が
外
務

省
参
事
と
し
て
対
外
国
と
条

約
交
渉
す
る
／
■講
牧
幸
一
／
■費

非
会
員
は
200
円
／
■問
柴
田
090
―

４
０
２
５
―
３
８
１
１

　
■
令
和
３
年
度
下
水
道
モ
ニ
タ

ー
募
集

応
募
資
格　

令
和
３
年
４
月
１

日
現
在
、
満
20
歳
以
上
で
都
内

に
在
住
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
閲
覧
と
メ
ー
ル
の
送
受
信

が
で
き
る
方
（
公
務
員
、
過

去
に
モ
ニ
タ
ー
を
経
験
し
た

方
、
島
し
ょ
在
住
は
除
く
）

／
内
容　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
等
／
任
期

令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
１
年

間
／
申
込
期
限　

２
月
28
日
㈰

／
詳
細
は
東
京
都
下
水
道
局
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
／
■問
東
京

都
下
水
道
局
広
報
サ
ー
ビ
ス
課

03
―
５
３
２
０
―
６
６
９
３

■
は
じ
め
て
の
太
極
拳
体
験
会

（
白
鶴
の
会
）
／
２
月
９
日

㈫
・
16
日
㈫
午
後
６
時
30
分
～

７
時
30
分
／
■場
新
堀
地
区
会
館

／
太
極
拳
の
初
歩
を
体
験
し
ま

す
（
動
き
や
す
い
服
装
）
／
■持

室
内
運
動
靴
／
■申
２
月
16
日
ま

で
に
岡
本
042
―
565
―
１
９
３
７

へ■
介
護
者
の
集
い
（
介
護
者
の

集
い
東
大
和
）
／
介
護
経
験
者
、

関
心
の
あ
る
方
他
／
２
月
18
日

㈭
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

／
■場
向
原
老
人
福
祉
館
／
介
護

に
関
す
る
情
報
交
換
、
経
験
談

な
ど
／
■費
100
円
／
■申
な
る
べ
く

前
日
ま
で
に
田
村
090
―
５
３
０

８
―
６
６
３
８
へ

■
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ

ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
と
不
平
等
条

約
改
正
交
渉
（
お
と
な
の
社
会

科
）
／
２
月
26
日
㈮
午
後
２

時
～
４
時
／
■場
奈
良
橋
市
民

セ
ン
タ
ー
／
45
人（
先
着
順
）／

  落ちないお守り

わがまちの風物詩
〈269〉

〈ヤマコウバシ〉

問合せ　郷土博物館
☎042-567-4800

　
カ
シ
ワ
の
葉
に
は
葉
守
り
の
神
が

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
冬
に
な
っ
て

も
枯
れ
葉
が
落
ち
な
い
。
ヤ
マ
コ
ウ

バ
シ
の
葉
に
も
、
葉
守
り
の
神
が
い

る
？
そ
ん
な
こ
と
を
、
以
前
こ
の
コ

ラ
ム
に
書
き
ま
し
た
（
№
149
葉
守
り

の
神
）。

　「
落
ち
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
目
を

つ
け
て
、
広
島
の
植
物
園
が
受
験
生

用
に
お
守
り
を
作
り
ま
し
た
。
ヤ
マ

コ
ウ
バ
シ
の
葉
を
押
し
葉
に
し
て
、

封
入
し
た
も
の
で
す
。

　
冬
の
雑
木
林
で
、
茶
色
い
枯
葉
を

つ
け
た
ま
ま
の
木
が
あ
っ
た
ら
、
そ

れ
は
き
っ
と
ヤ
マ
コ
ウ
バ
シ
。
一
枚

葉
を
も
ら
っ
た
ら
、
お
守
り
を
自
分

で
も
作
れ
そ
う
。

　
見
事
、
受
験
に
合
格
し
た
ら
、
努

力
と
ヤ
マ
コ
ウ
バ
シ
の
お
か
げ
で
し

ょ
う
。

じどうかんだより 

☆　むこうはら児童館  ☎042-563-1858　☆
■おもちゃの広場（コーナーあそび）／乳幼児／
２月17日午前10時30分～11時30分
■あそびの日（大縄をしよう）／小学生／２月10
日午後３時30分～４時／各回30人（当日受付）
■０歳ママのおしゃべりタイム（ポイポイボール
ボックスを作ろう）／乳児／２月16日午前10時
30分～11時15分／７人（申込順）
■むこじど広場（ぬりえをしよう）／幼児以上／
２月18日午後３時～４時30分／各回30人（当日
受付）

☆　きよはら児童館　☎042-565-6021　☆
■ゲーム大会（わなげーム）／小学生／２月10日
午後３時20分～４時30分
■こぐまちゃんのおへや（おやこたいそう）／乳
幼児／２月16日午前10時30分～11時30分／10
人／２日から申込受付
■えほんのもり（絵本の読み聞かせ）／小学生以
上／２月16日午後３時～３時30分
■工作教室（プチモザイクアート）／小学生／２
月17日／１回目午後３時15分から、２回目午後
４時から／各12人／２日から申込受付

☆　ならはし児童館　☎042-562-3600　☆
■みんなでボッチャにトライしよう！／小学生
／２月24日午後３時～４時（１・２年生）・25
日午後３時30分～４時30分（３～６年生）／各
日12人／２日から申込受付
■ちびっこ広場（遊具で遊ぼう）／乳幼児／２月
10日午前10時30分～11時30分
■カレイドスコープ（万華鏡）を作ろう！／小学
生／２月16日・17日午後３時30分～４時30分
／各日15人／２日から申込受付
■ひよぴよコケコ（ママぴよ こピヨ）／乳児／
２月26日午前10時45分～11時30分／10人／２
日から申込受付

☆　なんがい児童館　☎042-567-2441　☆
■ちびっこあそべるday／乳幼児／２月12日午
前10時30分～11時30分／15人
■こまめちゃん（ひな祭り飾りを作って楽しもう）
／乳幼児／２月17日午前10時45分～11時30分
／10人
■こつぶちゃん（ベビタイム&ママタイム　手形
足形とエッグポプリ作り）／１歳未満／２月24日
午前10時45分～11時30分／10人
■あてっこどんどん／小学生／２月26日午後３
時～４時／20人

☆　さくらがおか児童館　☎042-567-2237　☆
■ぴよぴよらんど（親子でたのしむふれあい遊び）
／３か月～12か月の乳児／２月24日午前10時
45分～11時30分／15人（当日受付）
■ゲーム大会／小学生以上／２月24日午後３時
30分～４時30分／20人（当日受付）

☆　かみきただい児童館　☎042-567-2884　☆
■スポーツ大会（ドッジボール）／小学生以上／
２月10日：１年生午後3時から、２年生午後３時
30分から、学年指定なし午後4時から／雨天の場
合は２月17日
■ちびっこワールド（ＧＯＧＯドライブ）／乳幼
児／2月19日午前10時30分～11時15分／12人
／８日から申込受付
■ベビママ／２か月～１歳前後の乳幼児／２月
24日午前10時30分～11時30分

※定員制の行事は３日前までに申込みを（申込順。
　定員になり次第締め切り）。受付時間は月～土
　曜日の午前10時～午後６時（祝日は除く）。
※乳児・幼児は保護者の付き添いが必要です。

休日・夜間の診療案内テレホンサービスをご利用ください 東京消防庁救急相談センター☎♯７１１９、０４２－５２１－２３２３／東京都医療機関・薬局案内
サービスひまわり☎０３－５２７２－０３０３、ファクス０３－５２８５－８０８０（聴覚障害者専用）

■
都
営
住
宅
入
居
者
募
集

募
集
概
要　

①
ポ
イ
ン
ト
方
式

に
よ
る
募
集
：
ひ
と
り
親
（
母

子
・
父
子
世
帯
）・
高
齢
者
・

心
身
障
害
者
・
多
子
世
帯
、
特

に
所
得
の
低
い
一
般
世
帯
、
車

い
す
使
用
者
世
帯
②
抽
選
方
式

に
よ
る
募
集
：
単
身
者
、
車
い

す
使
用
単
身
者
、
シ
ル
バ
ー
ピ

ア
（
居
室
内
で
病
死
等
が
あ
っ

た
住
宅
を
含
む
）
／
申
込
受
付

①
は
郵
送
で
２
月
15
日
㈪
午
後

６
時
ま
で
に
東
京
都
住
宅
供
給

公
社
都
営
住
宅
募
集
セ
ン
タ
ー

必
着
②
は
郵
送
で
２
月
15
日
㈪

ま
で
に
渋
谷
郵
便
局
必
着
／
申

込
書
・
募
集
案
内
配
布
期
間

２
月
1
日
㈪
～
９
日
㈫
／
配
布

場
所
地
域
振
興
課
（
市
役
所
３

階
。
土
・
日
曜
日
は
除
く
）、

各
市
民
セ
ン
タ
ー
（
土
・
日
曜

日
も
含
む
）
／
申
込
資
格
等
詳

細
は
募
集
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ

い
〔
配
布
期
間
中
の
み
Ｊ
Ｋ
Ｋ

東
京（
東
京
都
住
宅
供
給
公
社
）

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
し
て
入
手
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
〕
／
東
京
都
住
宅

供
給
公
社
都
営
住
宅
募
集
セ
ン

タ
ー
：
２
月
1
日
㈪
～
15
日
㈪

ま
で
は
☎
０
５
７
０
―
010
―
810

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
）。

２
月
16
日
㈫
か
ら
は
☎
03
―
３

４
９
８
―
８
８
９
４
へ
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
）。

■
Ｂ
ｕ
ｓ
ｉ
Ｎ
ｅ
ｓ
ｔ
創
業
準

備
・
新
規
事
業
コ
ー
ス
を
募
集

中
　

創
業
を
目
指
し
て
い
る
個
人
、

創
業
間
も
な
い
法
人
へ
、
ひ
と

り
ひ
と
り
に
合
わ
せ
た
専
属
サ

ポ
ー
タ
ー
が
ビ
ジ
ネ
ス
ア
イ
デ

ア
構
築
、
テ
ス
ト
マ
ー
ケ
テ
ィ

ン
グ
、
プ
レ
ゼ
ン
資
料
作
り
等

を
支
援
す
る
コ
ー
ス
で
す
／
場

所　

中
小
企
業
大
学
校
東
京
校

／
申
込
期
限　

２
月
28
日
㈰
／

各
コ
ー
ス
の
支
援
内
容
、
利
用

料
金
、
利
用
可
能
期
間
等
詳
細

は
中
小
機
構
ビ
ジ
ネ
ス
ト
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

（
こ
の
他
の
コ
ー
ス
に
つ
い
て

は
随
時
利
用
申
込
を
受
付
中
で

す
）
／
Ｂ
ｕ
ｓ
ｉ
Ｎ
ｅ
ｓ
ｔ
担

当
☎
042
―
565
―
１
１
９
５
へ
。

■
社
会
福
祉
協
議
会

◎
協
力
会
員
養
成
講
座
（
さ
わ

や
か
講
座
）
の
開
催

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
で
は
、
さ
わ
や
か
サ

ー
ビ
ス
の
協
力
会
員
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
地
域
を
支
え
る
協

力
会
員
と
し
て
登
録
す
る
た
め

に
は
、協
力
会
員
養
成
講
座（
さ

わ
や
か
講
座
）
の
受
講
が
必
要

で
す
。
受
講
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
２
月
10
日
㈬
ま
で
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

①
高
齢
者
の
支
援
に
つ
い

て
：
２
月
15
日
㈪
午
前
９
時
30

分
～
午
後
０
時
30
分
②
子
育
て

支
援
に
つ
い
て
：
２
月
16
日
㈫

午
前
９
時
30
分
～
午
後
０
時
30

分
（
２
日
間
の
受
講
が
望
ま
し

い
）
／
場
所　

社
会
福
祉
協
議

会
／
さ
わ
や
か
サ
ー
ビ
ス
の
活

動
は
、
住
民
に
よ
る
有
償
の
相

互
援
助
活
動
で
す
。
１
時
間
の

活
動
で
900
円
～
１
１
０
０
円
の

謝
礼
を
お
支
払
い
し
ま
す
が
、

決
ま
っ
た
額
の
収
入
を
見
込
め

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
／
申

込
み　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
さ
わ
や
か
サ
ー

ビ
ス
☎
042
―
567
―
０
０
１
３
ま

た
は
同
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎「
あ
ん
し
ん
東
大
和
学
習
会
」

　

認
知
症
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
、
後
見
活
動
や
支
援
の
参
考

に
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

①
親
族
の
後
見
人
等
と
し
て

活
動
し
て
い
る
方
②
後
見
人
等

と
し
て
活
動
し
て
い
る
専
門
職

の
方
（
①
②
と
も
活
動
予
定
者

を
含
む
）
／
３
月
５
日
㈮
午
後

１
時
30
分
～
３
時
30
分
／
場
所

社
会
福
祉
協
議
会
／
15
人
（
申

込
順
）
／
「
後
見
人
等
支
援
者

に
必
要
な
認
知
症
の
知
識
」／

講
師　

吉
沢
奈
美
氏
（
東
大

和
病
院
認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン

タ
ー
認
知
症
看
護
認
定
看
護

師
）
／
参
加
費　

無
料
／
手
話

通
訳　

申
込
み
時
に
お
申
し
出

く
だ
さ
い
／
マ
ス
ク
着
用
必
須

／
申
込
み　

電
話
・
フ
ァ
ク
ス
・

メ
ー
ル
で
２
月
19
日
㈮
ま
で
／

社
会
福
祉
協
議
会
あ
ん
し
ん
東

大
和
☎
042
―
590
―
０
０
１
８
、

フ
ァ
ク
ス
042
―
564
―
３
６
８
０

へ
。

※
凡
例　

■場
場
所
、■講
講
師
、■費
費
用
（
記

載
な
し
は
無
料
）、
■入
入
会
金
、
■月
月
会 

費
、
■年
年
会
費
、
■持
持
ち
物
、
■問
問
合
せ
、

■申
申
込
み

※
市
の
主
催
事
業
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
申

込
み
や
問
合
せ
は
、
記
事
の
主
催
者
へ
お

願
い
し
ま
す
。
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▼�第四中学校卒業生　山崎真空さん
　（写真左）、則末爽太さん（写真右）

▲�第二中学校卒業生　上岡嘉政さん
　（写真左）、田代里奈さん（写真右）

◀�令和３年新成人代表の誓いのことば
等を動画で配信しています

　１月11日に開催を予定していた東大和市成人
式は、新型コロナウイルス感染症の影響により
市民の皆さんの生命を守ることを第一に考え、
中止となりました。
　市では、新成人の門出を祝福するため、市長
ならびに市議会議長からのあいさつをはじめ、
新成人代表による誓いのことばを市の公式動画
チャンネル（YouTube）で配信しています。
　誓いのことばでは、新成人の代表を務めた₄
人の新成人が、新たに大人の仲間入りをしたこ
との自覚や、これから社会に参画することへの
抱負等を力強い言葉で語ってくれました。
　新成人の皆さんおめでとうございます。

▶�第十小学校の児童の作品が第６回多摩
産材�木工・工作コンクールで入選

　木材の良さ等を学んでもらう木育事業の一環
として、第６回多摩産材木工・工作コンクール
が東京都の主催で開催されました。コンクール
は、アイディアの独創性や木の良さ・持ち味を
活かしている点から審査が行われ、参加校58校
の中から、第十小学校の児童の作品が入選しま
した。
　製作メンバー（通称 モクメン）は４年生～６
年生の希望者約20人で、令和２年８月から毎週
金曜日に製作活動を行いました。
　「モクメン」は「町」をテーマに、各自で考え
たものを木で表現し、「夢と希望の町」として、
すてきな作品が出来上がりました。

まちの話題をお寄せください…秘書広報課・内線1412まで

あなたのまちから

＜人口と世帯／3.1.1現在＞
住 民 基 本 台 帳 内 外 国 人

住 民 数 　前月比

男　41,930人 （　495人） 1人増
女　43,387人 （　706人） 8人減
計　85,317人 （1,201人） 7人減

12月の出生数　男21人  女20人
世帯　39,610世帯

今月の相談
�

市
長
コ
ラ
ム

　

人
と
人
と
の
接
触
機
会
を
減
ら
す

東
大
和
市
長　

尾
崎
保
夫

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大

に
伴
い
、
東
京
都
な
ど
に
「
緊
急
事
態
宣
言
」

が
再
発
出
さ
れ
て
か
ら
、
３
週
間
ほ
ど
が
経
ち

ま
し
た
。

　

そ
の
間
、
市
で
は
、
予
定
し
て
い
た
成
人
式

を
や
む
な
く
中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
な
ど
、

人
と
人
と
の
接
触
機
会
を
減
ら
す
お
願
い
を

し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
感
染
症
の
猛
威
は

依
然
と
し
て
収
ま
る
状
況
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

感
染
拡
大
の
防
止
に
は
、
人
と
人
と
の
接
触

機
会
を
い
か
に
減
ら
す
か
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

　

市
民
の
皆
様
に
は
、
引
き
続
き
、
昼
夜
を

問
わ
ず
不
要
不
急
の
外
出
を
控
え
る
こ
と
や
、

買
い
物
、
通
院
等
の
必
要
な
外
出
も
短
時
間
で

済
ま
せ
る
こ
と
な
ど
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
ま
た
、
日
々
の
業
務
に
つ
き
ま
し
て
も
、

可
能
で
あ
れ
ば
テ
レ
ワ
ー
ク
（
離
れ
た
場
所
で

の
業
務
）
の
実
施
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

市
は
、
市
民
の
皆
様
が
一
刻
も
早
く
ワ
ク
チ

ン
を
接
種
で
き
る
よ
う
、
職
員
体
制
を
整
え
、

準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
市
と
市
民
の
皆
様

が
、
一
丸
と
な
っ
て
こ
の
難
局
を
乗
り
越
え

ら
れ
る
よ
う
、
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

▷法律相談／毎週金曜日、午前９時～正午
▷登記相談／４日㈭、午後１時～４時
▷不動産取引相談／９日㈫、午前９時～正午
▷行政手続相談／９日㈫、午後１時～４時
▷税務相談／18日㈭、午後１時～４時
▷交通事故相談／25日㈭、午後１時30分～４時
※以上予約制　電話相談の場合があります。
▷行政苦情相談／当面中止
▷人権身の上悩みごと相談／当面中止
※以上の問合せは、秘書広報課・内線1413まで。
▷市民相談／月～金曜日、午前８時30分～午後５
時／秘書広報課・内線1413
▷多重債務相談／10日㈬、午後１時～４時15分

〔５日㈮までに要予約〕／消費生活センター（地域
振興課）・内線1713
▷消費生活相談／毎週月・火・水・金曜日、午前
10時～午後４時（予約優先）／消費生活センター

（地域振興課）・内線1713
▷男女共同参画相談／月～金曜日、午前９時～午
後５時（予約制）／地域振興課・内線1715
▷子育て総合相談／月～土曜日、午前９時～午後
５時／子ども家庭支援センター☎042-565-3651
▷ひとり親・女性相談／月～金曜日、午前９時～
午後４時（予約制）／子育て支援課・内線1764
▷福祉なんでも相談／月～金曜日、午前９時～午
後５時／社会福祉協議会☎042-564-0012
▷教育相談／月～金曜日、午前10時～午後５時
（予約制）／さわやか教育相談室☎042-562-7911
▷職業相談／月～金曜日、午前９時～午後５時／
東大和就職情報室（市役所５階）・内線1194
▷高齢者相談、高齢者虐待・養護者支援相談／月
～土曜日、午前９時～午後５時、電話相談はいつ
でも可／高齢者ほっと支援センターいもくぼ☎
042-563-8777・きよはら☎042-590-1138・なんがい
☎042-566-8133
▷障害者相談／月～金曜日と第２・４土曜日、午
前９時～午後５時（火･木曜日は午後６時30分ま
で）／総合福祉センターは～とふる☎042-516-3982
▷成年後見専門相談／25日㈭／午後１時30分～４
時15分（予約制）／社会福祉協議会あんしん東大
和☎042-590-0018
〔相談名／日時／場所／連絡先の順に掲載〕

市役所☎042−563−2111（代） 東やまと市報再生紙を使用しています

※広告に関する問合せは…総合広告代理店　フレックス株式会社
　　　　　　　　　　　　　☎　042-528-3722へ
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